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１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会とは
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１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

➣平成７年設立の公益法人。「福祉」「環境」「防災」をキーワードに事業展開

➣正会員に不動産関係団体（神奈川県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会神奈川
県本部、日本賃貸住宅管理協会神奈川県支部）が所属

➣平成１３年度
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく、神奈川県の指定登録機関となる。

➣平成２３年度
「神奈川県あんしん賃貸支援事業」における代行事務の代行機関として指定を受ける。

➣平成２５年５月１日
「公益社団法人」へ移行。

➣平成３０年度
神奈川県から居住支援法人の指定を受ける（神・法人18-0005）

これを契機に居住支援業務に目覚める！



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援に係る活動
➣平成１５年度 ・大和市においてモデル事業として

「高齢者円滑入居支援モデル事業」実施
➣平成１６年度～ ・上記モデル事業の成果を踏まえ、最大県内８市から

①高齢者等の住まい探し相談会
②住まい探しサポーターの不動産店への付き添い
③貸主向け研修会
④関係者の連絡会
をパッケージにした事業を受託（委託市によって事業を選択）。

➣平成２０年度～ ・神奈川新聞の配達による高齢入居者の見守りサービス開始
➣平成２２年度～ ・神奈川県居住支援協議会設立（事務局を担う）
➣平成２４年度～ ・「神奈川あんしんすまい保証制度（見守り＋葬儀＋家財整理）」

スタート
➣平成２８年度～ ・上記制度をカスタムした「あんすまコンパクト」スタート
➣平成３０年度 ・神奈川県から居住支援法人の指定を受ける（神・法人18-0005）

・鎌倉市居住支援協議会設立（事務局を担う）
➢令和 ２年度～ ・相模原市居住支援協議会設立（経理事務のみ ※期間限定）
➢令和 ３年度～ ・「家財整理サービス」スタート

★受託している（た）市 ・相模原市・横須賀市・大和市・藤沢市・平塚市
・座間市（令和元年度まで）・茅ヶ崎市（令和２年度まで）



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎その他の事業

・サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の登録閲覧業務

・セーフティネット住宅の登録閲覧業務

・住まいのリフォーム、空き家等に関する相談窓口の開設

・高齢者向け住宅改造施工業者の登録

・「住まい給付金」申請受付業務

・地域型住宅グリーン化事業に関する申請受付業務

・リフォーム評価ナビの事業者登録サポート業務

・住宅瑕疵担保責任保険の現場検査・取次業務

・景観まちづくり、福祉のまちづくくりに関する普及啓発業務 など



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居前の支援》

高齢者や障害者に向けた
「住まい探しの相談」、「住まい探しサポーターの同行」

・専門家による住まいに関する悩み相談
（住まい探しの段取り、準備することなど）

・「あんしん賃貸協力不動産店」等の情報提供
・サポーターによる地域情報の提供



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居前の支援》

不動産店・貸主に向けた情報提供（研修会の開催）

主なテーマ
・障害とは？
・見守りサービスの活用、先進事例の紹介
・行政（特に福祉部局）の取組み など

⇒ 協力いただく不動産店を発掘！



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居前の支援》

行政、不動産団体との連絡会

行政職員（住宅部局＆福
祉部局）、不動産関係者、
高齢者等支援団体等が
一つのテーブルを囲み、
意見交換を実施

⇒ 現在の
居住支援協議会



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居中の支援》

新聞配達を活用した単身高齢者の見守り

・前日の新聞が抜かれて
いなければ、新聞販売店
から不動産店に連絡

・新聞購読料は家賃と一
緒に不動産店が預かり、
新聞販売店へ支払う

（購読が目的ではなく、見
守りが目的）



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居中の支援》

「神奈川あんしんすまい保証制度」

少額短期保険を活用した保証制度

見守り
（3つの方法から選択）

＋
葬儀の実施

＋
残存家財の片づけ



１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会（通称：まち協）とは

◎まち協の居住支援事業 《入居中の支援》

「神奈川あんしんすまい保証制度」
のコンパクト版

『あんすまコンパクト』

利用者（不動産店、入居者双
方）のニーズに合わせ、より利
用しやすいようカスタマイズ

見守りを安否確認電話に限定
し、家財等の片づけ作業は行
わず、費用補償のみとした。



２ 家財整理サービスのきっかけ



２ 家財整理サービスのきっかけ

◎まち協の居住支援事業 《退去時の支援》

令和３年９月スタート

『家財整理サービス』



２ 家財整理サービスのきっかけ

◎まち協の居住支援事業 《退去時の支援》

入居前の支援から入居中の支援へ

年齢だけで判断されて、転居が進ま
ない・・・

高齢の方は室内で亡くなるリスクが
高いのでは？

残った家財処分は貸主さんが負担す
るケースが多い・・・。

探している方 不動産店

双方がハッピーになる方法は？
何となくモヤモヤ



２ 家財整理サービスのきっかけ

◎まち協の居住支援事業 《退去時の支援》

入居中の支援から入居後の支援へ

話ができる不動産店は増え、住宅も紹
介してもらった
でも、

コンパクトな部屋へ転居するには今の
荷物を整理しないと・・・
信頼できる事業者が分らない
（だまされる？怖い・・・）

費用の補償があるのはありがたい
でも、
安心して依頼できる事業者が分らない

室内死のあった部屋の特殊清掃を依頼
したいが、徹底的に作業する事業者を
知りたい

探している方 不動産店

情報提供できないか？



居住支援とは？（私見）

入居前の支援
（住まいの確保）

退去時の支援
（死後事務、家財整理）

入居中の生活支援
（見守り）

２ 家財整理サービスのきっかけ



貸主、不動産店のイメージ
（想像）

入居前の支援
（住まいの確保）

退去時の支援
（死後事務、家財整理）

入居後の生活支援
（見守り）

２ 家財整理サービスのきっかけ



入居前の支援
（住まいの確保）

退去時の支援
（死後事務、家財整理）

入居後の生活支援
（見守り）

福祉関係者のイメージ
（想像）

２ 家財整理サービスのきっかけ



居住支援とは？（私見）

入居前の支援
（住まいの確保）

退去時の支援
（死後事務、家財整理）

入居中の生活支援
（見守り）連

続
的
な支

援

お互いの得意分野
（本来業務）を活かし
て、繋がる！

２ 家財整理サービスのきっかけ



まち協が実施する強み

２ 家財整理サービスのきっかけ

既に入居前と入居中の支援を実施

⇒ 居住支援の入口から出口までトータルな支援が実現できる

行政、不動産団体、福祉関係団体が会員となっている
事業において、地域の不動産店や公営住宅・公社賃貸住宅と関わりがある

⇒ 一般消費者だけでなく、不動産店や行政（市営住宅担当
部署）、住宅供給公社にも周知ができる



期待される効果

２ 家財整理サービスのきっかけ

◎ 貸主が抱くモヤモヤ、ネガティブなイメージ

⇒ 貸主に居住支援のゴールまでのイメージが提供できる

◎ 空き家所有者の相続人に対して情報提供

⇒ 空き家の放置が防げる

◎ 安心して信頼できる事業者の紹介

⇒ 業界の社会的地位の向上



３ サービスを通して見えてきたこと



３ サービスを通して見えてきたこと

◎令和３年９月スタート
『家財整理サービス』
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・作業実施 22件



３ サービスを通して見えてきたこと

◎令和３年９月スタート
『家財整理サービス』

令和３年度
注力した周知先

○神奈川県居住支援協議会「あんしん賃貸協力店」
・約４８０社にダイレクトメール（２回）
・戸別訪問時に情報提供

○県内の地域包括支援センター、市町村の公営住宅部署
３回程度、チラシを送付

○県内市町村の生活保護窓口
毎月チラシを送付



３ サービスを通して見えてきたこと

○神奈川県居住支援協議会「あんしん賃貸協力店」（不動産店）
からの依頼

⇒ 居住支援のゴールを“見える化”

◇居室内事故があった住戸の特殊清掃
・・・貸主への責任（経験に裏付けされた説明と丁寧な作業）

◇高齢退去者の遺品整理
・・・“相続人から丸投げ”の対応

貸主に「居住支援のゴール」を見せることで、安心感を提供



３ サービスを通して見えてきたこと

○県内の地域包括支援センターからの依頼

⇒ 潜在的なニーズ

◇ケアマネ、ケースワーカーから利用者の施設入所（転居）
に伴う家財整理の依頼

◇利用者の家族、相続人から「ケアマネに聞いた」という依頼

◇介護サービス提供のため、「ゴミ屋敷」の整理

入居者にとっては、「新生活のスタート」
《居住支援のスタート》



トピック ： 高齢者等のよろず相談窓口「地域包括支援センター」

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員（ケア
マネジャー）等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地
域の住民を包括的に支援することを目的とする施設です。（介護保険法第115条の46第1項）
おおむね中学校区に1施設の割合で設置されています。

３ サービスを通して見えてきたこと

神奈川県居住支
援協議会発行：
「安心賃貸経営の
手引き～貸主向け
保険商品ガイド
ブック～」から引用



３ サービスを通して見えてきたこと

○県内市町村の生活保護窓口からの依頼

⇒ “相見積もり”の壁

◇見積内容、作業内容での判断を期待

◇“安かろう、悪かろう”業者の撲滅にはつながらない

今後の課題



３ サービスを通して見えてきたこと

○その他
居住支援協議会、他の居住支援法人との連携

＊居住支援協議会
刑務所出所者や刑余者の居住支援にも取り組む

＊居住支援法人
生活困窮者の居住支援を実施する法人との連携

社会復帰・生活再建のための家財提供等への貢献



３ サービスを通して見えてきたこと

◇本人よりも、地域包括支援センター、福祉関係窓口の
ニーズが高い
介護施設への転居、介護サービスの利用、ゴミ屋敷の対応、相続に悩む親族
への情報提供・・・・

⇒ 家財整理は居住支援（再認識）

◇貸主側にとって、家財整理・特殊清掃の情報が未整備
⇒ ゴールを示して、居住支援を促進！

◇利用者にとっては、まだまだ不安な業界
作業する姿を目の当たりにして、初めて信頼感・安心される
「背中で見せる信頼」

⇒ 居住支援をキーワードに行政、居住支援関係者にPR！



４ まとめ



居住支援は生活支援の一部

入居前の支援
（住まいの確保）

退去時の支援
（死後事務、家財整理）

入居中の生活支援
（見守り）

４ まとめ

居住支援のゴールを見せるこ
とで住まいの確保も広がる

ただゴールを見せるだけでな
く“安心な”ゴールを見せる

家財整理も“地域福祉の担い
手“という意識を持って



４ まとめ

家財整理
事業者

近所の
おばちゃん

民生児童
委員

貸主
不動産店

就労支援
事業所

近所の
おじちゃん

地域包括
センター

商店

役所 学校

地域全体でさりげなく生活をささえる仕組み
「居住支援」が当たり前に実現する社会へ更なる連携を！

自治会
町内会

交番

ご清聴ありがとうございました。


